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５．取付道路等
５－１ 総 則

５－１－１ 目的

この取扱いは、取付道路の取扱い及び構造の画一化を図り、安全かつ円滑な交通を確保するとと

もに、技術審査事務の迅速並びに省力化を目的とする。

５－１－２ 適用範囲

県管理道路（以下「本線」という。）と平面交差する２車線の取り付け道路については、５－２

の「取付道路許可基準」、小規模市町道及び農道等の一車線程度の取付道路については、５－３「小

規模道路及び農道の許可基準」、歩道への自動車の乗入れについては、５－４「歩道に設置する自

動車乗り入れ基準」、歩道のない本線への乗入れについては、５－５「歩道のない本線への乗り入

れ許可基準」によること。

５－１－３ 取扱区分

道路法上の道路を本線に取付ける場合は協議事項として取り扱う。

道路法に基づかない道路〔道路法上の道路になる予定の道路（都市計画街路事業等）、農道、林

道、自動車道（道路運送法第２条第８項）、その他の道路〕は道路法第24条の取り扱いとする。

５－１－４ 管理協定及び財産区分

取付道路により生じた接続部の道路管理区域を明確にするため、管理協定の必要なもの、あるい

は財産区分の必要なものについては所定の手続きをするものとする。

５－２ 取付道路許可基準

交差点部の構造基準は原則として道路構造令及び道路構造令の解説と運用（（公社）日本道路協

会）（以下「構造令解説」という。）によるが、細部の取扱いについては次のとおりとする。

５－２－１ 取付道路を取付ける本線の幅員

取付道路を取り付ける本線の幅員は、原則として6.0メートル以上の道路とする。

ただし、幅員6.0メートル未満の道路にあっては、待避所の設置により、車両の通行に支障がな

いと判断される場合はこの限りでない。
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５－２－２ 計画交通量

交差点の構造設計は、原則としてその道路の設計時間交通量により行うものとする。

設計時間交通量の基礎となる道路の計画交通量を計画する場合は、県管理道路が２車線以上かつ

現交通量が4,000台/日以上の道路にあっては、20年後の交通量を対象とし、その他の道路にあって

は５年後の計画交通量を対象とするものとする。

ただし、段階的（ステージ）施工の道路の計画交通量を計画する場合は、５年後の交通量を対象

とすることができる。

５－２－３ 計画速度

交差点付近の本線の計画速度は、原則として本線単路部（走行速度が中断制御されずに走行でき

る１車線区間）の設計速度と同一とするが、一時停止や加速、減速が行われるので、場合によって

は一段階下位の設計速度を用いることができる。また、信号制御される交差点付近は本線の単路部

より20km/ｈ低い値を用いることができる。

５－２－４ 交差点の交通制御

交通制御方法については、「構造令解説」によるほか道路法第95条の２第１項により当該公安委

員会の意見聴取をして設計することを原則とする。

① 信号機による制御を必要とする交差点は、次の図１、図２、図３を目安とする。

図１ 幹線道路における交通量の基準
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図２ 都市部街路における交通量の基準

図３ 歩行者の交通整理のため設置する信号機の基準

② 一時停止標識による制御

信号制御を必要としない交差点の場合は、交通量の少ない道路を制御する。

５－２－５ 交差点の位置

① 本線の曲線半径

本線の曲線半径が200メートル以下の小さい曲線部への取付けは、原則としてさける。やむを

得ない場合であっても、構造令解４－３－２説曲線半径の最小曲線半径を下回らないものとす

る。

また、所定の視認距離（構造令解説４－３－１）を確保して取り付けるものとする。

② 本線の縦断曲線

縦断曲線の頂部または底部付近への取付け、または縦断勾配2.5％以上の道路区間への取付け
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（ロ）曲線区間

曲線区間において車線数を増減させる場合のすりつけは、その曲線半径等によって条件

が違ってくるが、Ｓ曲線をつくらなくてすむので、一般には直線区間より容易である。す

りつけ長としては、直線距離よりやや短くてよい。

（ｄ）右折車線

（イ）右折車線の設置

平面交差点には、次に掲げる場合を除き、右折車線を設けるものとする。

１） 右折を認めない場合

２） 第３種第４級、第３種第５級、第４種第３級、第４種第４級の道路にあって、当

該路及び交差道路のピーク時の処理能力に十分余裕がある場合。

３） 設計速度40km/h以下の２車線道路において、設計交通量が極めて少ない場合。

【解 説】

右折車線は、右折が主流交通となるような特別の場合を除いて、直進車線とは独立に付加し

て設けなければならず、単路部における走行車線の一部（例えば２車線のうち１車線）を右折

車線としてはならない。右折車線に入るためには主流車線から車線変更をしなければならない

ようにすることが必要である。したがって、右折車線を直進車線と兼用することはできない。

右折車線は、原則として交差点の基本的な構成要素として、すべての交差点に設置するもの

とするが、上記の条件に該当する場合には、これを設置しないことができる。ただし３）の「設

計交通量が極めて少ない場合」とは、設計時間交通量が200台/時未満でかつ右折率が20％未満

の場合とする。しかし、地方部の道路では、前記の２）、３）に該当する場合であっても、安

全上の配慮等からなるべく右折車線を設置することが望ましい。

（ロ）右折車線長

右折車線の長さは、設計速度とそこに滞留する車両の数に応じて決めるものとする。

【解 説】

右折車線長は、テーパ長と、滞留に必要な長さとから成る。（図１１）

Ｌ＝ld＋ls

Ｌ：右折車線長（ｍ）

ld：テーパ長（ｍ）

ls：滞留長（ｍ）

このうちテーパ長（ld）は、減速のために必要な区間であると同時に右折車を直進車線から

右折車線へスムーズにシフトさせる役割を持っている。したがって、ldは減速のために必要な

長さ（lb）または右折車線へのシフトに必要な長さ（lc）のいずれをも下回ってはならない。

平面交差部における減速のために必要な最小長（lb）は、表４のとおりである。一方、直進

車線から右折車線にシフトするための必要な最小長（lc）は、次式で与えられる。

ｌc＝
Ｖ×⊿Ｗ

………………………………（d)－１
６

Ｖ：設計速度（km/ｈ）

⊿Ｗ：横方向のシフト量（ｍ）（付加車線の幅員と考えてよい。）
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２～４ ３ ９（１２）

注）（ ）はやむを得ない場合の特例とする。

・幅員4.0～6.5ｍについては、３種５級、４種４級（設計速度30km/ｈ）として８％（10％）とす

る。

・幅員2.0～4.0ｍについては、設計速度20km/ｈとして９％（12％）とする。

※ その他土砂採取または道路沿いの宅地造成等のための仮設道路（出入口）の県管理道路への

取付については以下の事項に留意すること。

① 交通安全対策

（イ）ダンプ出入口には「ダンプ出入口の表示板」（図２０）を設置するとともに、出入口

手前100メートル及び50メートルにそれぞれ「ダンプ出入口注意表示板」（図２１）を設

置させること。

（ロ）出入口に交通整理員の配置

県管理道路の交通量500台/12ｈ以上のものについては、ダンプ出入口に交通整理員を

配置し、交通安全確保に努めること。

（図２０） （図２１）

（注）許可番号は道路法第24条・32条の許可とする。

② 仮設道路（出入口）設置に際して技術上の留意事項

（イ）仮設道路（出入口）に取り付く県管理道路の幅員は、原則として6.0メートル以上の道

路であること。6.0メートル未満の道路にあっては、待避所の設置等により一般車両の通行

に支障がないと判断される場合はこの限りでない。

（ロ）仮設道路（出入口）の県管理道路取付け部15メートルはレベル区間として県管理道路に

土砂、雨水が流れ出さないように留意するとともに排水施設の設置、必要に応じては、土

砂流失防止擁壁等の処置を指示するものとする。

（ハ）仮設道路（出入口）の県管理道路取付け部15メートルは、アスファルト舗装（ＣＢＲ６

程度）により加工し、県管理道路の舗装面への土砂による汚損を防止すること。
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５－４ 歩道に設置する自動車乗り入れ基準

５－４－１ 総則

（１）基準の目的

平成11年４月１日より「三重県バリアフリーのまちづくり推進条例」が施行され、同年12

月28日に「三重県バリアフリーのまちづくり推進条例施行規則」が施行されたが、その後、

平成19年４月に「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例、同条例施行規則」へ

と名称等を変更がされた。その中において道路等の整備基準が示され、高齢者、身体障がい

者その他の歩行者（車いす、乳母車を利用する者を含む。）及び自転車の安全かつ円滑な通

行を確保するために、歩道及び自転車歩行者道（以下、「歩道等」という。）並びに分離帯

（交通島を含む。）等においては、通行に支障となる段差や勾配を解消し、誰もが利用しや

すい構造とする必要がある。

本基準は、平成17年２月３日付け国都街第60号の２・国道企第102号の２において、「歩道

の一般的構造に関する基準等について」と国土交通省都市・地域整備局長、道路局長より通

知が出ており、これを受け、より詳細にさらに三重県独自の基準として、歩道等の一般部、

横断歩道箇所等における車道とのすりつけ部、車両乗入れ部及びバス停車帯等の一般的構造

を定めるものとする。

なお、一般の用に供される道路で歩道を新築または改築する場合においては、「三重県ユ

ニバーサルデザインのまちづくり推進条例（同条例施行規則）」に基づく特定施設に該当し、

事前協議の対象施設となる。なお、同条例施行規則には道路の整備基準（歩道、視覚障がい

者誘導用ブロック等の構造その他に関する基準）が定められているので、その基準に適合す

るよう設計すること。（詳細については、三重県地域福祉課ホームページ

<http://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/ordina/index.htm>を参照の上、三重県健康福祉部地域

福祉課ユニバーサルデザイン班と協議すること。）

（２）用語の定義

本基準においては、以下に掲げる用語の定義を用いることとする。

① 道等は、歩道等面と車道面または縁石との関係において以下の形式に分類される。

縁石高さ及び歩道面の高さについては、「（３）歩道等の一般的構造」を参照するも

のとする。

区画する工作物 歩道等の形式 歩道等面と車道面

との関係

歩道等面と縁石天

端との関係

縁石

マウントアップ 歩道等面が高い 同一高さ

セミフラット 歩道等面が高い 歩道等面が低い

フラット ほぼ同一高さ

歩道等面が低い

さくその他これに類

する工作物

＿

② 車道とのすりつけ部

歩道等面と車道面との間に高低差がある場合に、これを解消し、歩行者及び車両の安

全かつ円滑な通行を確保するための段差または勾配を設けた箇所をいう。
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５－４－２ 横断歩道箇所等における車道とのすりつけ部

（１）適用の範囲

５－４－２の基準は、次に示す箇所において適用する。

① 歩道等の、巻込み部における歩道等と車道とのすりつけ部

② 横断歩道箇所における歩道等と車道とのすりつけ部

③ 横断歩道箇所における分離帯と車道とのすりつけ部

（２）車道とのすりつけ部の構造（図３１～図３６）

① 以下の基準は、マウントアップ形式及びセミフラット形式の歩道等の場合において、

適用する。

１）歩道等の巻込み部における歩道等と車道とのすりつけ部及び横断歩道箇所におけ

る歩道等と車道とのすりつけ部については、次の構造を標準とする。

（イ）すりつけ部の縦断勾配

すりつけ部の縦断勾配は、車いす等の安全な通行を考慮して５％以下とす

る。ただし、路面の凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者及び自転車の安全

な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況等によりやむを得

ない場合には８％以下とすることができる。

（ロ）水平区間

（イ）の縦断勾配と段差との間には水平区間を設けることとし、その値は

1.5ｍ程度とする。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。

② 以下の基準は、すべての形式の歩道等に適用する。

１）車道との段差

歩道等と車道との段差は、車いすや視覚障がい者の安全かつ円滑な通行を考慮し

て２cm以下とする。（図３７）

２）断歩道箇所における分離帯は、車道と同一の高さとする。ただし、歩行者及び自

転車の横断の安全を確保するために分離帯で滞留させる必要がある場合には、その

段差は２cm以下とする。（図３７）
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図３１ 歩道部の巻込み部における構造【歩道等の幅員が狭い場合】
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図３２ 歩道部の巻込み部における構造【歩道等の幅員が広い場合】
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図３３ 横断歩道箇所における構造
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図３４ 横断歩道箇所における構造【交差点に横断歩道がある場合】
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図３５ 横断歩道箇所における構造【交差点以外に横断歩道がある場合】



５．取付道路等

5-27

図３６ 横断歩道箇所における構造【中央分離帯等がある場合】
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⑧ 横断防止柵、ガードレール及び駒止めの設置されている部分、ただし交通安全上特に支

障がないと認められる区間を除く。

⑨ 交通信号機、道路照明灯の移転を必要とする箇所、ただし道路管理者及び占用者が移転

を認めた場合は除く。

⑩ 踏切の前後の側端から５ｍ以内の部分。

（２）乗入れ口の設置個所数及び相互の間隔

① 乗入れ口の設置個所数

乗入れ口の設置個所数は、原則として１施設１箇所とする。ただし、ガソリンスタンド

及び駐車場等で自動車の乗入れが多い箇所、またはその他やむを得ないと認められる箇所

はこの限りではない。

ただし書きの設置個所数

間口（Ｌ） 設置数

３０ｍ未満（注１） １箇所

３０以上～５０ｍ未満 ２箇所以内

５０以上～１００ｍ未満 ３箇所以内

１００ｍ以上 ４箇所以内

注１） 間口が30ｍ未満のガソリンスタンドへの自

動車乗入れ道路については、以下の特例基準

によることができる

【特例基準】

間口が30ｍ未満のガソリンスタンドに対する自動車乗入れ道路の設置に関する特例基

準

１）設置箇所数及び幅員

幅員については５－４－３(３)を原則とし、設置箇所数は２箇所までとすること

ができる。

２）許可条件及び留意事項

（イ）出入口を２箇所設置した場合は、申請区間で出入口相互の間隔を最小幅５

ｍ以上確保することは当然であるが、隣接地との出入口についてもこの間隔が確保

されていること。（図３８）

（ロ）道路の間隔は、給油施設の構造（位置）と道路との関係及び車両並びに歩

行者の通行状況を勘案し、円滑な出入りが確保できるようなものとし、やむを得な

い場合は斜め乗入れとすることができるものとする。ただし、この場合の斜角は60

度以上とし、幅員は２ｍ以下とすること。（図３９）

（ハ）通路以外の部分は、民地側に縁石（高さ25cm）を設置すること。

（ニ）（イ）～（ハ）以外の事項については、本基準の他項によること。
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図３８ １施設で２カ所以上設置の場合
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図３９ １施設で２カ所以上設置・傾角ありの場合

②乗入れ口相互の間隔

乗入れ口相互の間隔及び小規模な交差道路（総幅員７メートル以下の交差点）に隣接する

乗入れ口の設置間隔については、次のとおりとする。

１）乗入れ口相互の間隔は、原則として最小幅２ｍ以上とすること（図４０）。ただし、

１施設２箇所以上ある場合は、最小幅５ｍ以上とし、隣接する他の施設における乗入れ

口との間隔についても、最小幅５ｍ以上とすること（図３８）。

２）小規模な交差道路（総幅員７ｍ以下の交差点）に隣接する乗入れ口については、交差

道路との間に２ｍ以上の間隔をとるものとする（図４１）。
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図４０ １施設１カ所で隣接する場合
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図４１ 車両乗り入れ部と小規模道路との間隔

（３）乗入れ口の設置幅

乗入れ口の設置幅は、次によるものとする。

出入りする

車 両

出入口

の形状

道路法第47条第１項に規定する

最高限度内の車両

左記最高限度を

超える車両用

備考
乗用車・

小型貨物

自動車用

普通貨物

自動車用

大型・中型貨

物自動車用

(6.5t積越）

特殊車両

出入角度

90ﾟ

Ｗ 4.0ｍ 8.0ｍ 12.0ｍ

出入りする車

両の諸元に基づ

き決定する。

ただし、出入

りする車両が特

殊であって、そ

の出入りが定常

的であると認め

られる場合に限

り承認できる。

参照図

４２

Ｒ１ 1.0ｍ 1.0ｍ 1.0ｍ

Ｒ２ 1.0ｍ 1.0ｍ 1.0ｍ

対象車両

の

最大諸元

車種 小型自動車
貨 物

(6.5ｔ積以下)

貨 物

（大型バス）

車長 4.7ｍ 8.7ｍ 12.0ｍ

車幅 1.7ｍ 2.4ｍ 2.5ｍ

回転半径 6.0ｍ 9.4ｍ 12.0ｍ

※申請者の都合により乗入幅は、上記の値より縮小することができる。
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図４２ 車両乗り入れ部の設置幅と隅切り

（４）車両乗入れ部の構造

【マウントアップ・セミフラット型の場合】

① 植樹帯等の幅員内ですりつけを行う構造（図４３）

１）植樹帯等（路上施設帯を含む。）がある場合には、当該歩道等の幅員内での連続

的な平坦性を確保するために、当該植樹帯等の幅員内ですりつけを行い、歩道等の

幅員内にはすりつけための縦断勾配、横断勾配または段差を設けないものとする。

この場合には、以下の構造を標準とする。

２）１）のすりつけ部の横断勾配は15％以下とする。ただし、特殊縁石（歩道等の切

下げ量を少なくすることができる形式をもつ縁石：図４４）を用いる場合には10％

以下とする。

３）歩車道境界の段差は、歩行者及び自転車の安全な通行等を考慮して３cm以上５cm

以下とする。ただし、特殊縁石を用いる場合には、この限りではない。

（参考） （乗入れ部の段差）＝（横断歩道部等の段差）＋３cm
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図４３ 植樹帯等の幅員ですりつけを行う構造

図４４ 特殊縁石
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② 歩道等内においてすりつけを行う構造（図４５）

１）植樹帯がない場合または植樹帯があっても①の構造がとれない場合には、５－４－

１，（３），④，２）に基づき歩道等の平坦部を確保し、残りの幅員ですりつけを行

うものとする。この場合には、以下の構造を標準とする。

２）１）のすりつけ部の横断勾配は15％以下とする。ただし、特殊縁石を用いる場合に

は10％以下とする。（最近の車両は最低地上高の基準を満たしていても、15％では擦

る場合があるので、極力10％以下とすることが望ましい）

３）歩車道境界の段差は、歩行者及び自転車の安全な通行等を考慮して３cm以上５cm以

下とする。ただし、特殊縁石を用いる場合には、この限りではない。

図４５ 歩道等内においてすりつけを行う構造

③ 歩道等の全面切下げを行う構造（図４６）

１）歩道等の幅員が狭く①または②の構造によるすりつけができない場合には、車道と

歩道等、歩道等と民地の高低差を考慮し、車両乗入れ部を全面切下げて縦断勾配によ

りすりつけるものとする。この場合には、以下の構造を標準とする。

２）１）のすりつけ部の縦断勾配は５％以下とする。ただし、路面凍結や積雪の状況を

勘案して、歩行者または自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、

沿道の状況によりやむを得ない場合には８％以下とすることができる。

３）歩車道境界の段差は、歩行者及び自転車の安全な通行等を考慮して３cm以上５cm以

下とする。ただし、特殊縁石を用いる場合には、この限りではない。
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図４６ 歩道等の全面切り下げを行う構造

【フラット型の場合】

④ 歩車道境界の構造（図４７）

１）歩車道境界の段差は、歩行者及び自転車の安全な通行等を考慮して３cm以上５cm以下

とする。

図４７ フラット型歩道の場合
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（５）乗入れ口の舗装構成

乗入れ口の舗装については、対象交通及び現場の状況等を勘案して、以下のとおりとする。

① アスファルトコンクリート舗装

大型車用 普通車用 舗装構造 備考

ａ１ ５cm ５cm ｱｽﾌｧﾙﾄ(密粒) 左記舗装構成は、

大型車：Ｎ３交通

（ＣＢＲ６）

普通車：Ｎ５～

Ｎ７交通

（ＣＢＲ６）

に相当する。

ａ２ ５cm － ｱｽﾌｧﾙﾄ(粗粒)

ｂ１ １５cm １０cm
上層路盤

粒調砕石

ｂ２ ２３cm １４cm
下層路盤

切込砕石

（摘要）

① 舗装構成は、上記を標準とするが、路床上のＣＢＲが判る場合は、それ

によることができる。

② 水はね防止等のための透水性舗装の実施等必要な措置を講ずること。

③ 大型車用：大型車の出入りする箇所及び給油所・駐車場等出入りの頻繁

な箇所に限ること。

④ 普通車用：③以外の箇所に用いること。

② セメントコンクリート舗装

大型車用 普通車用 舗装構成 備考

ａ ２５cm ２０cm ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
アスファルト舗装に同

じ。ｂ ２５cm ２０cm
路盤

粒調砕石

（摘要）

① 原則、既設がコンクリート舗装の場合のみ適用する。

② その他の事項については、アスファルト舗装に同じ。

③ インターロッキング舗装

大型車用 普通車用 舗装構造 備考

ａ ８cm ８cm
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ

ﾌﾞﾛｯｸ

アスファルト舗装に同

じ。
ｂ ３cm ３cm

砂または空練りﾓ

ﾙﾀﾙ

ｃ １０cm － 瀝青安定処理

ｄ ２０cm １５cm ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

（摘要）

① ブロックは透水性構造ブロックとすること。

② その他の事項については、アスファルト舗装に同じ。

④ 注意事項

１）アスファルト舗装の場合は、アスファルト舗装要綱によるものとする。

２）コンクリート舗装の場合は、コンクリート舗装要綱によるものとし、コンクリート

の設計基準曲げ強度は、δ28＝4.5Ｎ/㎜2とする。

３）インターロッキング舗装の場合は、インターロッキング舗装設計施工要領によるも

のとする。
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４）上表は、申請者自らが施工する場合であり、道路管理者の工事と同時施工で道路管

理者が施工する場合の舗装厚については、別途考慮できるものとする。

（６）費用負担区分

乗入れ口の設置に要する費用負担区分は、以下のとおりとする。

ア．道路の乗入れが既に行われており、歩道新設と同時に乗入れ口を設置する場合。

イ．乗入れが行われていないが、歩道新設と同時に乗入れ口を設置する場合（承認工事）。

ウ．既設道路に乗入れ口を設置する場合（承認工事）。

道路管理者負担 申 請 者 側 負 担

ア 全 額 ─

イ 歩道舗装に要する額 乗入れ上、必要な部分に要する額

（舗装厚増強分、路盤、その他側溝蓋等増強分）

ウ ─ 全 額

【特記事項】

費用負担区分「イ」（同時施工）の取扱い方

① 自動車乗入れ口設置希望者は道路法第24条に基づく「道路工事施工承認申請書」を

提出すること。この場合（同時施工）に限り、工事用平面図に位置を記入することに

より、この申請に係る必要添付図書は、省略できるものとする。

また、工事区間内に希望設置者が多数の場合は、連名により申請書を提出すること

もできるものとする。

② 工事区間内に自動車乗入れ口の設置の希望者がある場合、設置希望者は当該道路工

事の請負業者に対して別紙様式による「歩道新設工事に伴う自動車乗入れ口同時施工

申出書」を提出すること。

③ 設計図書の取扱いについて

１）設計書には自動車乗入れ構造に必要な図面を添付するものとし、負担区分に基

づく申請者側負担分については、別途計上と図面に明記すること。

２）積算については、道路管理者側負担分のみ計上すること。

（７）その他留意事項

① 排水施設

１）歩道等面が低いために強雨時に水の溜まる恐れが生ずる箇所では、雨水ますを追加

する等排水に十分配慮するものとする。

２）官民境界沿いに側溝がある場合には、出入りする車両の荷重に対応できる構造に改

修するとともに、コンクリート蓋またはグレーチング蓋を設置すること。なお、グレ

ーチング蓋を設置する場合には、跳ね上げ防止機能の備わったものとすること。

② 交通安全対策

車両乗入れ部から車両乗入れ部以外の歩道等への車両の進入を防止し、歩行者及び自転

車の安全かつ円滑な通行を確保するために、必要に応じさく等の施設により安全対策を実

施するよう配慮するものとする。
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③ 歩道等との民地とのすりつけ

車道とのすりつけによって歩道等と民地との高低差が生じ、歩行者または自転車の通行

に支障をきたす場合には、当該歩道等における民地側のすりつけ等の処置を行うよう配慮

するものとする。

５－４－４ バス停車帯またはバス停留所における歩道等の構造

（１）適用の範囲

バス停車帯またはバス停留所においては、乗降する車いすの利便性を考慮して、接続する

セミフラット形式及びフラット形式の歩道等について、以下の構造を適用するよう努めるも

のとする。

（２）バス停車帯またはバス停留所における歩道等の構造

① 構造

歩道等面の高さは、縁石高（20cm）と同じ（マウントアップ形式）にすることが望ま

しい。しかし、沿道の状況等により、これによりがたい場合には、フラット形式とする

ことができるが、車いすが乗降できるための開口部を設け、バス停車帯またはバス停留

所と歩道等の境界に２cm以下の段差を設けるものとする。

② すりつけ勾配と位置

バス停車帯またはバス停留所への歩道等のすりつけ縦断勾配は、５％以下とし、すり

つけ位置は、図４８のとおりとする。

③ 歩道等と民地とのすりつけ

バス停車帯またはバス停留所へのすりつけによって歩道等と民地との高低差が生じ、

歩行者または自転車の通行に支障をきたす場合には、当該歩道等における民地側のすり

つけ等の処置を行うよう配慮するものとする。

図４８ バス停車帯等における歩道等の構造
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５－４－５ 歩道等に隣接する側溝等の取扱い

原則として、歩道等の幅員に側溝等は含まないものとする。なお、沿道状況等により歩道等の幅

員が確保することができない場合は、歩道等の幅員内に設置することができることとするが、暗き

ょ化等の検討を行うこと。

歩道等内に側溝がある場合は、側溝蓋を設置するものとする。

なお、その構造は、次のとおりとする。

① コンクリート蓋

片側のみ手掛けがあるものを使用し、手掛け同士を合わさないようにする。

② グレーチング蓋

溝幅が10mm以下の蓋（細目タイプ）を使用するものとする。

５－４－６ 視覚障がい者誘導用ブロックの設置

昭和60年８月21日付け都街発第23号・道企発第39号、都市局街路課長・道路局企画課長の通達「視

覚障害者誘導用ブロック設置指針」及び昭和60年９月発刊「視覚障害者誘導用ブロック設置指針・

同解説」（（公社）日本道路協会）に基づき、設置するものとする。

５－５ 歩道のない本線への乗り入れ許可基準

５－２「取付道路の許可基準」または５－４「歩道に設置する自動車乗り入れ基準」によるものと

するが、両基準の使い分けは原則として次のとおりとする。

① 「取付道路の許可基準」を適用の場合

管理道路肩と乗り入れ車両の駐車場または、官民境界との距離が20ｍ以上で取付道路として、

制動停止視距を確保しなければならないと判断されるもの。

※制動停止視距：自動車が、その進行方向前方に障害物（または対向する自動車）を認め、

衝突しないように制動をかけて停止するか、あるいは障害物を避けて走ることのできる必要

な長さ。

② 「歩道に設置する自動車乗り入れ基準」を適用の場合

管理道路肩と乗り入れ車両の駐車場または、官民境界との距離が20ｍ以下のとき。

ただし、上記基準①、②によらない項目は下記のとおりとする。

（１）舗装範囲

（ア）歩道扱いの場合は、本線から民地境界（側溝）までとする。

（イ）取付道路扱いの場合は、基準どおりとする。

（ウ）舗装構成は各基準による。

（２）乗り入れ口の形状

（ア）将来歩道設置時を考慮し、車道中心線に対し直角に設置する。

（イ）取付道路扱いで、やむを得ない場合でも交角は60度以上とする。



５．取付道路等

5-42

（３）乗り入れ口の排水施設

乗り入れにより、民地側の排水を本線へ流さないために「道路法第24条工事の取扱い

要領」により、側溝を設置すること。

また、官民境界沿いに側溝がある場合には、出入りする車両の荷重に対応できる構造

に改修するとともに、コンクリート蓋またはグレーチング蓋を設置すること。なお、グ

レーチング蓋を設置する場合には、跳ね上げ防止機能の備わったものとすること。

（４）乗り入れ口取付け縦断勾配と制限長

（ア）取付道路扱いの場合は基準どおりとする。

（イ）歩道基準扱いの場合はできるだけ±2.5％以内とし、制限長は原則として駐車

場までとする。

５－６ 諸問題と対応方法

Ｑ：乗入れ幅について、対象車両の最大諸元の１項目でも越えれば、１ランク広い幅の基準を適用

できるか。

Ａ：１ランク広い幅（例４ｍ→８ｍ）の基準を適用することは可能である。

Ｑ：乗入れ幅決定の対象車両は、どのくらいの頻度で利用する車両を対象とするか。

Ａ：通常一般的に利用される車両を対象とする。

例１：個人住宅やアパートの駐車場（通常の利用車両が普通車であるもの）に宅急便や引越の

ための普通貨物自動車が出入りするような場合は、利用頻度が少なく、乗入れ幅が４ｍ

であっても出入りが可能であるので４ｍとするのが妥当である。

例２：コンビニ等の駐車場に、商品搬入のための普通貨物自動車が出入りするような場合は、

日常的に当該車両が利用するので乗入れ幅は８ｍまで認めることができる。

例３：コンビニ等の駐車場に、コンビニ利用者の大型車両が出入りするような場合は、コンビ

ニ等に大型車用の駐車場が整備されている場合に限り12ｍまで認めることができる。




